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提 出 理 由 
 新型コロナウイルス感染症に関する県立学校の対応について、別

紙のとおり報告します。 
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新型コロナウイルス感染症に関する県立学校の対応について 

 

１ 臨時休業期間延長の経緯 

  第９回新型コロナウイルス対策本部会議（４月２日開催）において、県立中学校

及び高等学校については４月１２日まで休業期間を延長し、４月１３日からの再開

を目指すこととし、また、県立特別支援学校については、児童生徒の健康管理や居

場所の確保、家庭への負担を考慮し、万全な感染予防対策を徹底した上で、春休み

終了後、予定どおり開校するとしていた。 

  ４月７日に政府対策本部長から新型インフルエンザ等緊急事態宣言が発出され、

同日開催の第１０回新型コロナウイルス対策本部会議において知事から教育委員

会に対し県立学校の休業期間の延長等の措置を講ずるよう求められた。 

  このことを踏まえ、県立中学校及び高等学校については、５月６日まで休業期間

を延長するとともに、新たに県立特別支援学校についても５月６日まで臨時休業と

した。ただし、県立特別支援学校については、家庭での受入れの準備等があるため、

必要に応じて４月１０日までは開校を可能とした。 

 

２ 入学式等 

 ・入学式は、原則として万全な感染予防対策を徹底した上で実施する。 

 ・県立中学校及び県立高等学校は、参加者を入学者と教職員に限って実施する。 

  県立特別支援学校は、保護者の参加も認めるが最小限とする。  

 ・参加者間のスペース確保や式全体の時間の短縮などの工夫をする。 

 ・始業式は実施しない。 

 

３ 休業中の教育活動等 

 ・学習支援や健康観察等の観点から、万全な感染予防対策を徹底した上で、必要最

小限の登校日を設定する。 

 ・児童生徒の運動不足やストレス解消のため、県立高等学校の校庭を活用する。 

 

４ 部活動 

 ・部活動は実施しない。 

  

５ 子供の居場所の確保 

 ・特別支援学校については、やむを得ない事情がある場合、家庭から昼食を持参の

上、保護者による送迎を原則として、児童生徒の受入れを行う。 

 

６ 市町村教育委員会への要請 

 ・各市町村教育委員会に対し、市町村立幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、

高等学校及び特別支援学校について、５月６日まで臨時休業とするよう要請した。 

 ・子供の居場所の確保に必要な場合は、児童生徒等の受入れを行うよう併せて要請

した。 



 

 

 

 新型コロナウイルス感染防止のため、埼玉県立の中学校・高等学校では

再開を延期します。臨時休業中においては、皆さんや周囲の人たちの健康

を守るため、徹底した感染の予防に取り組んでください。 

保護者の皆様におかれましては、御家庭での感染予防に取り組んでいた

だきますようお願いいたします。 

 

 

新型コロナウイルスは、感染者の咳やくしゃみなどからうつるものであ

り、自分自身を守るとともに、周囲の人に迷惑をかけないようにしなけれ

ばなりません。一人ひとりの自覚と行動が何より大切です。是非、皆さん

の協力をお願いします。 

 

 自宅での留意事項  

・ 早寝・早起き・食事など、規則正しい生活を心がけましょう。 

・ 毎朝の検温及び風邪症状を確認し、発熱や体調が思わしくないと感じた 

 ときは外出しないようにしましょう。 

・ こまめに石鹸で手を洗いましょう。 

・ 人前に出るときは、可能な限りマスクを着用しましょう。 

・ 咳やくしゃみをする際の「咳エチケット」を守りましょう。 

・ インターネット等を利用する場合には、偏見や差別につながるような行

為（誤った情報発信、感染者を特定しようとする、悪口や冷やかし等）を

絶対にしないようにしましょう。 

・ 自宅では時間を定め、窓を２か所以上開けて換気をこまめにしましょう。 

【中・高校生版】 

新型コロナウイルス感染予防のために 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

○ 生徒の皆さんへ 

～私たち一人ひとりにできること～ 



 

 

   

 

 

 外出する際の留意事項  

・ 不要不急の外出はしないようにしましょう。 

・ 大勢で友達の家に遊びに行ったり、友達を家に呼んだりしないようにし 

 ましょう。 

・ やむを得ず外出する際は、できる限り徒歩や自転車を利用しましょう。 

・ 公共交通機関を利用する際は、マスクを着用して咳エチケットに気を付 

 けるとともに、利用後（乗車後）は必ず手洗いをしましょう。 

・ 人が集まりやすい場所や換気の悪い場所には、立ち寄らないようにしま 

 しょう。 

・ やむを得ず複数で活動をする場合には、「※３つの密」の状況にならな 

 いよう心掛けましょう。 

・ 運動用具の貸し借りや、不特定多数が触れる遊具・道具等は使用しない 

 ようにしましょう。万一使用した際は、活動後に必ず石鹸で手を洗いまし 

 ょう。 

・ 話をする際は、大声にならないようにし、仲間との距離を保ちましょう。 

・ 不要不急の外出はさせないようにお願いします。 

・ 毎朝の検温及び風邪症状を確認し、発熱や体調が思わしくないと感じた 

 ときは、外出させないようお願いします。 

・ やむを得ず外出する際には、「※３つの密」とならないよう、指導をお願 

 いします。 

・ 外出からの帰宅後には、手洗いを徹底させるようお願いします。 

・ インターネット等を利用させる場合には、偏見や差別につながるような

行為（差別や偏見、ＳＮＳ等における誤った情報発信、悪口や冷やかし等）

を絶対にさせないようにお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

※         ○換気の悪い密閉空間 

【３つの密とは】 ○多数が集まる密集場所 

           ○間近で会話や発声をする密接場面 

○ 保護者の皆様へ 

  埼玉県教育委員会 


